
《報告事項》

　　

（１）　オンライン診療を希望されるすべてのへき地診療所に

（２）　シンプル脳ドックの実施状況及び来年度の実施について

（３）　企業団寄附制度の創設について

（４）　電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスについて

（５）　自治体立優良病院総務大臣表彰の受賞について

議 案 補 足 説 明 資 料

南 和 広 域 医 療 企 業 団

令 和 ７ 年 １ ０ 月 ３ １ 日
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企業団寄附制度の創設について

■ 目 的

企業団の将来にわたる設備更新等に係る財源を確保し、南和地域の医療の充実、安全・安心な医療の提供に資するため、
「企業団寄附制度」を創設します。

■ 受け入れる寄附（金品・物品）

■ 税法上の優遇措置について

医療機器の整備

医療者の研究・研修環境の整備

■ 寄附受入れの流れ

寄
附
者

■ 開始時期（予定） 令和７年１２月１日

＜個人の場合＞

寄附金額の２，０００円を超える額について、当該年所得の
４０％を限度に所得控除の対象になります。

＜法人の場合＞

寄附金額の全額損金算入が可能です。

■ 広 報 企業団HP、広報誌、院内掲示等

企
業
団

１ 寄附申し込み

２ 納付案内

３ 入金・納品手続き

４ 受領書・礼状の送付

寄附者は、受領書により申告手続き時に税法上の優遇措置を受けることが可能です。

快適な診療環境の整備

※寄附受入れ状況は、企業団ＨＰや広報誌等で公表を
予定しています。
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